
NO.

千円 千円 千円

分類

割合（％）

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

94.8%
0.0%
5.2%

100.0%
61.7%
21.5%
11.7%
0.0%
0.0%
0.0%
5.2%

100.0%

事務事業名 清掃総務一般管理費

根拠法令 川内汚泥再生処理センター対策委員会運営補助金交付要領

補助経過年数 １年以上５年以下

平成28年度 川内汚泥再生処理センター対策委員会運営補助金 評価表 14

所管部課名 環境課 担当者 﨑山　智弘

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 地域環境美化活動の実施件数及び参加者数 3回以上　150人以上 平成33年度

平成28年度
予算額

450 千円

国県支出金 一般財源 その他 その他の内容

450

補助対象経費
・組織の運営に要する経費
・環境美化活動及び研修事業に要する経費

補助対象事
業・活動の内

容

会議、研修、周辺美化作業

□運営補助のみ　　□事業補助のみ　　■運営補助と事業補助の両方　　□その他
補助金額又は

補助率
450,000円（限度額）

成果指標② 廃棄物処理施設等の研修への参加者数 ― 平成33年度

補助対象者 川内汚泥再生処理センター対策委員会

上記項目の
積算方法 川内汚泥再生処理センター対策委員会運営補助金交付要領による額

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）

等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成25年度 平成26年度 平成27年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 0 0.0% 0 0.0% 0

0.0% 0
寄付金・その他助成 0.0% 0.0%

会費収入 0.0% 0.0%
事業収入 0.0%

雑入 38 0.0% 38 0.0% 17
市補助金 450,000 84.2% 450,000 94.3% 450,000

計 534,698 100.0% 477,328 100.0% 474,598
（前年度繰越金） 84,660 15.8% 27,290 5.7% 24,581

支
出

事業費 338,840 63.4% 302,072 63.3%

その他事務費 66,568 12.4% 48,675 10.2%

0.0% 0.0%

55,406
0.0% 0.0%

292,740
人件費 102,000 19.1% 102,000 21.4% 102,000

0.0% 0.0%

計 534,698 100.0% 477,328 100.0% 474,598
（翌年度繰越金） 27,290 5.1% 24,581 5.1% 24,452

翌年度繰越金/市補助金 6.1% 5.5% 5.4%
交付件数 1 1 1

支出計/前年度支出計 89.3% 99.4%
自己資金/前年度自己資金

【今年度の改善点】　　：補助金交付要領の改定（一部内容変更）
【前回評価】　　　　　：平成２５年度「見直しの上で継続（補助内容の改善）」：
　　　　　　　　　　　　対策委員会の重要性は認めるが、補助金のあり方については市民目線に立って検討
　　　　　　　　　　　　する必要があり、委員会存続のためには、お金以外の方策も検討する必要がある。
【前回評価への回答】　：内容的に非常にデリケートな問題であるため、対策委員会への相談するタイミング
　　　　　　　　　　　　を見定めている。お金以外の方策についても、継続して検討中。
【費用対効果】　　　　：地域の環境美化作業

成果指標の推移① 3回　166人 3回　182人 3回　160人
成果指標の推移② 30人 ー ー

特
記
す
べ
き
事
項
等

1
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要件 評価 評価した内容についての説明

公
益
性

A

　対策委員会の活動そのものが、不特定多数の市民の
利益になっているとは言い切れないが、迷惑施設立地
地元の理解が得られ、汚泥処理が出来ていること自
体、全市民の利益になると考える。

①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定の
団体等に一定の補助を行うことが直ちに必要で
あると認められる。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克服
等の観点から、当面、補助を通じた行政の支援
が必要であると認められる。

有
効
性

A

　補助金の目標・成果については、地域環境美化活動
等であるが、これらを通じて、施設設置地元の理解が
得られ、汚泥処理施設が安定的に稼働していることを
考えると、有効であるものと考える。

A
　地元の美化活動を地元住民が行うことによって、よ
り地域としての連帯感が生まれ、対策委員会としても
住民の意見をまとめやすくなる。

A

　明確な根拠は無いが、実施事業について環境美化活
動等、補助額以上の効果があると考えている。

C

　対策委員会の存在意義から考えるに、川内汚泥再生
処理センターが稼働している間は、半永続的な交付に
なると考えている。

A
　当該補助事業以外にも地元振興に貢献していると認
識している。

A

　補助金の範囲内で自主的に研修や事業を実施されて
おり、当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段であ
ると考えている。

A

　補助対象事業については、環境美化活動等である
が、迷惑施設設置地元の住民意見の取りまとめ等、対
策委員会の意義からすると、妥当であると考える。

≪視点別評価≫

　公益性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　必要性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　有効性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　適格性・妥当性　⇒　　□高い　　　□低い

≪今後の改革の方向性≫

□現状のまま継続

□見直しの上で継続

　⇒今後の方向 □拡大 □他の補助金と統合

　　　　　　   □補助内容の改善 □縮小 □移管

□休止

□廃止

≪まとめ≫

〈補助金の視点別評価〉　　　　　　　　　　　　【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

項　　目

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体
等の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市
民の福祉の向上及び利益の増進に寄与してい
る。

必
要
性

　次のいずれかに該当するものである。

A

　市内の汚泥・し尿処理については、行政が行わなけ
ればならず、処理するための施設は、市内のどこかに
設置しなければならない。施設の設置には、地元住民
の理解が不可欠であり、その地元住民の代表組織とし
て対策委員会を設置してもらっている。
対策委員会には、他に収入がなくその運営のために
は、市からの補助が必要である。

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに
合致しており、かつ、その目標・成果の達成に
向けて、適切な効果を生じている。（その目
標・成果を測るための適当な効果指標の設定が
なされている。）

適
格
性
及
び
妥
当
性

①　補助の対象となる事業について、行政が直
接実施するよりも、行政以外の者が行う方が適
当であると明確に認められる。

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって
積算されたものであり、かつ、社会経済情勢に
照らし、著しく妥当性を欠く水準とはなってい
ない。（交付要綱の補助基準）

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし
合わせて、自助努力がみられるなど、明らかに
半永続的・固定的な補助にはならないと見込ま
れる。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の
状況においても一定の公益性が認められる。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補
助金等の交付以外に適当な政策手段がないか、
又は当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段
であると明確に認められる。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定さ
れ、その内容は補助目的に照らし、公費を充て
るものとして、著しく妥当性を欠くものとは
なっていない。

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

≪今後の改革の方向性≫

外
部
評
価
結
果

□現状のまま継続

■見直しの上で継続

 ⇒今後の方向性□拡大 □他の補助金と統合

　　　　　　　　■補助内容の改善 □縮小 □移管

□休止

□廃止

≪上記方向の理由≫

　川内汚泥再生処理センターは、市内で発生す
る汚泥処理を旧環境センターから引継ぎ、同敷
地内に建設したものである。
　今後も、長期間にわたり同敷地内で稼働して
いくことから、地元の理解と周辺の環境保全対
策が不可欠であり、対策委員会の運営のための
補助金制度は、継続させるべきと考える。

≪改革・改善の内容とそれを実施していくため
の手段・計画≫

　補助金交付要領の内容変更
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